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１．下水道事業の概要

１－１．下水道の役割

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回

・下水道は、さまざまな役割を有しています。
・本町下水道事業においては、「生活環境の改善」と「公共用
水域の水質保全」の役割が直接的に影響します。

下水道の付加価値向上
のため、近年特に注目
されている新たな役割
（主に処理場での機能）

従来よりある
下水道の基本的機能

※本町下水道事業は汚水のみが対象
であり、雨水（浸水対策）は別部
署の所掌となっています。
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・下水には、家庭や工場等から発生する「汚水」のみではなく、
「雨水」も含まれます。

・本町の下水道事業は、汚水のみを対象としています。

１－２．汚水処理と雨水排水

１．下水道事業の概要

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回
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１－３．下水道の種類

１．下水道事業の概要

・汚水処理施設や下水道にはさまざまな種類があります。
・本町の下水道は、「流域関連公共下水道」であり、処理場を

有していません。

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回
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２．阿久比町下水道事業の概要

２－１．衣浦西部流域関連公共下水道

・本町の汚水は衣浦西部浄化
センター（愛知県管理）に
おいて処理されています。

・衣浦西部処理区は、本町を
含め、２市３町により構成
されています。

・本町は、愛知県に建設費負
担金および維持管理運営負
担金を毎年支払って運営し
ています。

阿久比町

衣浦西部
浄化ｾﾝﾀｰ

対象市町
半田市
知多市
阿久比町
東浦町
武豊町

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回

本町の汚水処理
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２．阿久比町下水道事業の概要

２－２．全体計画、事業計画および整備状況

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回

・本町の下水道整備は平成26年度までに概成しています。
・令和4年度末の水洗化率（接続率）は87.79％であり、

今後も水洗化率向上のためのPR活動に努める予定です。

下水道計画の概要 整備状況（R5.4.1現在）

※事業計画の内容は、令和５年度中の見直し予定値を示しています。

項　目 全体計画 事業計画

目標年次 令和12年度 令和10年度

処理区域

下水道の種類

排除方式

計画区域面積 391.0ha 376.2ha

計画処理人口 26,185人 25,562人

計画汚水量（日最大） 13,146㎥/日 11,747㎥/日

汚水処理施設

公共下水道（流域関連）

分流式

衣浦西部浄化センター

衣浦西部処理区

6 

項　目 整備状況（R5.4.1末）

整備面積 372.5ha

整備人口 24,372人

水洗化人口 21,395人

水洗化率 87.79%



項　目 数　量

管きょ 119,240ｍ

マンホール 4,796基

マンホールポンプ 2基

ます・取付管 7,450ヵ所

・本町下水道事業の保有資産は管路施設が主となります。
・平成元年～20年代を中心に整備が行われ、膨大な資産
（ストック）を有しています。
・管きょやマンホール本体の耐用年数は50年であり、今後は

老朽化した資産の計画的な改築が必要となります。

２．阿久比町下水道事業の概要

２－３．下水道ストックの状況

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回

整備面積の推移

下水道ストックの状況（R3末）
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・公営企業においては、企業の「経済性」と「公共の福祉」の
視点が必要となります。

３－１．経営の基本原則 および 経費の負担の原則

３．下水道事業経営の基本的考え方

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回
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経営の基本原則
地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目
的である公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
（地方公営企業法 第３条）

・公営企業の会計においては、その経費は、当該企業の経営に
伴う収入を充てる必要があります。つまり、他会計から切り
離した「独立採算」が基本原則となります。

経費の負担の
原則

地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規定により地
方公共団体の一般会計又は他の特別会計において負担するものを除き、
当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければならない。
（地方公営企業法 第17条の２第２項）



汚水処理費の

一部が公費負担

雨水処理費汚水処理費

私費負担部分 公費負担部分

・下水道の管理運営に係る費用は、
「雨水は公費負担」「汚水は私費負担」が原則となります。

・ただし、下水道が持つ公共の福祉（公共用水域の水質保全等）
の視点より、汚水に係る費用のうち一定のものが公費負担と
なります。

３－２．公費と私費の負担区分

３．下水道事業経営の基本的考え方

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回
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※「下水道財政研究委員会」による提言

公費と私費の負担区分



（経費）

（財源）

私費負担部分

基準外

繰入金
使用料収入

基準内

繰入金

公費負担部分

他会計繰入金

３－３．私費負担部分の財源

３．下水道事業経営の基本的考え方

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回
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・下水道の整備等に係る私費負担部分については、必ずしも
その全部が使用料で賄われている訳ではありません。

・私費対象とされているものは、適正に使用料で徴収してい
く必要があります。

・基準外繰入金については、可能な限り抑制を図っていく必
要があります。

負担区分とその財源の現状

※基準内繰入金は、総務省が毎年度示す「繰出基準」に基づく繰入金を指します。
基準外繰入金は、それ以外の繰入金を指します。



下水道事業の健全な経営のために、さまざまな取り組みを
進めています。

４．阿久比町下水道事業経営の現状

４－１．経営に関する近年の取り組み

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回

今回の下水道使用料改定の検討は、令和４年度策定の経営戦
略の結果を受けて行うものです。
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１.
地方公営企業

法の適用

下水道事業の経営状況をより正確に把

握するため、平成31年４月１日より、

地方公営企業法を適用しました。

３.
経営戦略の

策定

投資と財政の両面から、下水道事業の

中長期的な経営の基本計画である経営

戦略を令和４年度に策定しました。

４.
下水道計画

区域の見直し

下水道計画区域を約３割削減しまし

た。（詳細は次頁参照）

５.
広域化・共同

化の検討

愛知県が令和４年度に策定した広域

化・共同化計画の中で、本町は管路施

設の点検・調査の共同化を実施してい

くこととなりました。

２.
ストックマネ

ジメント計画

の策定

今後、老朽化した資産が増加するた

め、計画的な改築が必要となります。

平成29年度にストックマネジメント計

画を策定し、令和４年度に見直しを行

いました。



４．阿久比町下水道事業経営の現状

４－２．下水道計画区域の見直し

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回

白沢台

福住園高台

見直し前 見直し後
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市街化調整区域を
下水道計画区域

から削除

流域関連公共下水道 民間設置による集中浄化槽 流域関連公共下水道のうち削除した区域

・汚水適正処理構想見直し(R3)において区域を見直しました。
・575.2haから391.0haに184.2ha (約3割)削減しました。



・維持管理費と資本費については、本来であれば下水道使用料
で賄う必要があります。（長期前受金戻入を考慮）

・本町においては、基準外繰入金により不足分を補てんしてい
る状況です。

４．阿久比町下水道事業経営の現状

４－３．基準外繰入による補てん

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回
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下水道使用料

194

長期前受金戻入

141

基準内繰入金

48

基準外繰入金

127

他会計繰入金 175

費用

収益

維持管理費 182 資本費 318

管渠費

24

総係費

32

流域下水道管理運営費負担金

126

減価償却費

265

支払利息

53

実質赤字

基準額繰入による経費の補てん（令和４年度決算）

※上記金額は税抜き額であり、単位は百万円。



・経営比較分析表（総務省）の経営指標※１を用いて、本町下水
道事業の経営状況を分析しました※２。

・下水道事業を行っている知多５市２町※３および全国の類似団
体※４と経営の健全性・効率性を比較しました。

・本町は経費回収率が低いことが
特徴です。

４．阿久比町下水道事業経営の現状

４－４．経営の健全性・効率性

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回

※１ 経営指標の説明は別紙参照

※２ グラフは、全国平均値を基準値(50)とし
た偏差値を表しています。また、令和２

年度の値になります。

※３ 半田市、常滑市、東海市、大府市、
知多市、東浦町、武豊町

※４ 処理施設を持っておらず財政状況が
同等の団体
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経費回収率、汚水処理原価、水洗化率に着目し、他団体との
比較結果を示します。

４．阿久比町下水道事業経営の現状

４－４．経営の健全性・効率性

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回

・本町の経費回収率は約61％で
あり、比較団体の中で、大府
市や東浦町と並んで低くなっ
ています。

・経費削減に努めるとともに水
洗化率の向上、使用料改定に
よる収入確保が望まれます。
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※知多市は汚水処理原価が低い
ことから、経費回収率が突出しています。

経費回収率
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・本町の汚水処理原価は約168円であり、比較団体の中で最も高くなって
います。

・今後の大幅な水量増は見込めないため、効率的な修繕や不明水対策等
を行っていく必要があります。

４．阿久比町下水道事業経営の現状

４－４．経営の健全性・効率性

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回

汚水処理原価

16



・本町の水洗化率は約88％であり、知多５市２町、類似団体、全国の平
均値と同等です。

・過去５年間で水洗化率は増加しており、今後も町民へのPRを実施して
いきます。

４．阿久比町下水道事業経営の現状

４－４．経営の健全性・効率性

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

阿
久
比
町

半
田
市

常
滑
市

東
海
市

大
府
市

知
多
市

東
浦
町

武
豊
町

知
多
５
市
２
町

類
似
団
体

全
国
平
均

水洗化率(％)

水洗化率

17



４．阿久比町下水道事業経営の現状

４－５．老朽化の状況

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回

・令和２年度時点において、管きょの老朽化率、改善率はともに
０％であり、有形固定資産減価償却率も5.6%と低いことから、
管きょの老朽化は進んでいません。

・今後は老朽化した資産が増加するため、ストックマネジメント
計画に基づいた計画的かつ効率的な点検・調査、改築・修繕が
必要となります。

※グラフの説明は
P.14と同様
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４．阿久比町下水道事業経営の現状

４－６．経営の現状のまとめ

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回

経営の
健全性・効率性

・経常収支比率が104％と令和２年度現在単年度黒字となってい
ますが、経費回収率が61％と低いです。

・汚水処理原価168円/㎥に対し、使用料単価103円/㎥であり、他
会計から65円/㎥分を繰入金として受けています。

老朽化の状況
・現時点で管きょの老朽化は進んでいません。
・今後は老朽化資産が増えるため、ストックマネジメント計画に
基づいた計画的な対策が必要となります。

今後、経費回収率を向上させるため、不明水量の削減等の
汚水処理費の縮減とともに、使用料改定の検討が必要と考
えられます。
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・下水道の水洗化人口は、毎年度の水洗化率向上に伴う増加
を想定しています（図中青線）。

・しかし、人口ビジョンによる人口減少を加味すると、令和
42年度以降は減少する見込みです（図中赤線）。
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５．経営状況の今後の課題

５－１．人口、流入水量および使用料収入の減少

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回

水洗化人口の予測
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・使用料単価と有収率が現状相当（103円/㎥、84％）の場合、
使用料収入は、水洗化率の向上に伴い、増加します。

・しかし、令和41,42年度をピークとして、その後は減少傾向
となります。これは将来の人口減少の影響によるものです。

５．経営状況の今後の課題

５－１．人口、流入水量および使用料収入の減少

211,364千円(R41,R42)
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阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回

使用料収入の推移
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・ストックマネジメント計画を踏まえると、今後、維持管理費
は毎年２億円、建設改良費は1.7億円程度必要となります。

・企業債償還金は今後減少傾向にありますが、その費用は依然
と大きく、令和14年度には1.4億円程度となっています。

５．経営状況の今後の課題

５－２．老朽化および改築事業費の増加

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回

維持管理費、建設改良費等の推移
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・総務省では、適正な使用料単価の目安を150円/㎥（20㎥で
3,000円）※として掲げています。（本町は現状103円/㎥程度）

・社会資本整備総合交付金においては、下水道事業の交付要件
の一つに「使用料改定の必要性の検証に係る要件」がありま
す。 ※下水道財政の在り方に関する研究会報告書 令和2年11月

５－３．下水道使用料に係る国の方針

５．経営状況の今後の課題

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回
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使用料改定の必要性の検証に係る要件

公営企業会計の導入済みの地方公共団体について、令和２年度以降、

少なくとも５年に１回の頻度で、下水道使用料の改定の必要性に関

する検証を行い、経費回収率の向上に向けたロードマップ（概ね10

年程度での段階的な使用料適正化や経営改善等の具体的取組、実施

予定時期及び業務目標を記載（有識者等の意見を聴いて策定された

もの））を策定し、国土交通省へ提出するとともに、検証結果を

公表していること。



・経営戦略の計画期間（R5～R14）における経費回収率は、
70％未満の値を推移すると予測しました（下図の赤色線）。

・経費回収率100％を達成するためには、現状の使用料単価を
45％程度増加させる必要があります（下図の桃色線）。

５－４．経費回収率の向上および使用料収入の見直し検討

５．経営状況の今後の課題

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回

使用料改定の推移と試算結果（経営戦略の計画期間）
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項目

1.水道施設の更新計画
　（事業費の見直し）

答申

答申

【凡例】　  水道事業の工程

 下水道事業の工程

 料金,使用料改定後の期間

R14
年度

2.料金,使用料改定の検討

3.料金,使用料の分析・体系の
　検討

4.料金,使用料改定の審議会

5.公聴（議会説明・議決、周知）

6.料金,使用料改定の実施

R8
年度

R9
年度

R10
年度

R11
年度

R12
年度

R13
年度

R5
年度

R6
年度

R7
年度

R7年4月,R8年10月に値上げ
値上げ

(下水道)

値上げ

(水道)

目標年度

(下水道)

・下水道使用料改定に向けたスケジュールを作成しました。
・水道料金改定も並行して検討を進めていきます。

６．今後の予定

６－１．使用料改定までのスケジュール（ロードマップ）

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回
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６．今後の予定

阿久比町水道料金及び下水道使用料審議会／第１回

令和７年度からの下水道使用料改定に向け、検討を進めて
いきます。

回数 開催時期 主な内容

第１回 令和5年10月30日

 ・下水道事業の概要

 ・経営状況

 ・今後の予定

第２回 令和５年12月頃
 ・経費回収率向上に向けた取り組み

 ・使用料体系の検討

第３回 令和６年２月頃
 ・使用料体系の検討

 ・使用料の改正案の検討

第４回 令和６年５月頃  ・答申案

今後の審議会の予定（案）

26 

６－２．今後の審議会の予定



経営指標の説明 

 

（１）経営の健全性・効率性 

 

①経常収支比率 

経常収支比率 ＝ 経常収益 ／ 経常費用 × 100 

経常収支比率は、当該年度において、使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、

維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である。当該指標につ

いては、単年度の収支が黒字であることを示す 100％以上となっていることが必要である。 

 

 

②累積欠損金比率 

累積欠損金比率 ＝ 当年度末処理欠損金 ／（営業収益－受託工事収益）× 100 

累積欠損金比率は、営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年

度からの繰越利益剰余金等でも補填することができず、複数年度にわたって累積した欠損

金のこと）の状況を表す指標である。当該指標については、累積欠損金が発生していない

ことを表す 0％であることが求められる。 

 

 

③流動比率 

流動比率 ＝ 流動資産 ／ 流動負債 × 100 

流動比率は、短期的な債務に対する支払能力を表す指標である。当該指標については、

１年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金等がある状況を示す 100％以

上であることが必要である。 

 

 

④企業債残高対事業規模比率 

企業債残高対事業規模比率 ＝（企業債現在高合計－一般会計負担額）／ 

（営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金）× 100 

企業債残高対事業規模比率は、使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残

高の規模を表す指標である。当該指標については、明確な数値基準はないと考えられる。

したがって、経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状況を把握・分

析し、適切な数値となっているか、対外的に説明できることが求められる。  
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⑤経費回収率 

経費回収率 ＝ 下水道使用料 ／ 汚水処理費（公費負担分※１を除く）× 100 

経費回収率は、使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指

標であり、使用料水準等を評価することが可能である。当該指標については、使用料で回

収すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す 100％以上であることが必要である。 

 

 

⑥汚水処理原価 

汚水処理原価 ＝ 汚水処理費（公費負担分を除く）／ 年間有収水量 

汚水処理原価は、有収水量１㎥当たりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚

水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標である。当該指標につい

ては、明確な数値基準はないと考えられる。したがって、経年比較や類似団体との比較等

により自団体の置かれている条況を把握し、効率的な汚水処理が実施されているか分析し、

適切な数値となっているか、対外的に説明できることが求められる。 

 

 

⑦施設利用率【本町は対象外】 

施設利用率 ＝ 晴天時一日平均処理水量 ／ 晴天時現在処理能力 × 100 

施設利用率は、施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の

割合であり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標である。当該指標については、明

確な数値基準はないと考えられるが、一般的には高い数値であることが望まれる。 

 

 

⑧水洗化率 

水洗化率 ＝ 現在水洗便所設置済人口 ／ 現在処理区域内人口 × 100 

水洗化率は、現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している

人口の割合を表した指標である。当該指標については、公共用水域の水質保全や、使用料

収入の増加等の観点から 100％となっていることが望ましい。 
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（２）老朽化の状況 

 

①有形固定資産減価償却率 

有形固定資産減価償却率 ＝ 有形固定資産減価償却累計額 

／ 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価 × 100 

有形固定資産減価償却率は、有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進

んでいるかを示す指標で、資産の老朽化度合を示している。当該指標については、明確な

数値基準はないと考えられる。したがって、経年比較や類似団体との比較等により自団体

の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっているか、対外的に説明できるこ

とが求められる。 

 

 

②管渠老朽化率 

管渠老朽化率 ＝ 法定耐用年数を経過した管渠延長 ／ 下水道布設延長 × 100 

管渠老朽化率は、法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を示した指標で、管渠の老朽化

度合を示している。当該指標については、明確な数値基準はないと考えられる。したがっ

て、経年比較や類似団体との比較等により、自団体の置かれている状況を把握・分析し、

適切な数値となっているか、耐震性や今後の更新投資の見通しを含め、対外的に説明でき

ることが求められる。 

 

 

③管渠改善率 

管渠改善率 ＝ 改善（更新・改良・維持）管渠延長 ／ 下水道布設延長 × 100 

管渠改善率は、当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペース

や状況を把握できる。当該指標については、明確な数値基準はないと考えられるが、数値

が２％の場合、すべての管渠を更新するのに 50 年かかる更新ペースであることが把握で

きる。 
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（３）その他 ※経営比較分析表の指標ではないが追加整理した。 

 

使用料単価 

使用料単価 ＝ 年間使用料収入 ／ 年間有収水量 

使用料単価は、有収水量１㎥当たりの使用料収入であり、使用料の水準を表す指標であ

る。当該指標については、経費回収率 100％となる単価が望ましい。ただし、使用料単価で

汚水処理原価を回収できない事業にあっては、まずは使用料単価を 150 円/㎥に引き上げ

ることを総務省が示している※。 
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